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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名  高齢・障害・求職者雇用支援機構 府省名 厚生労働省 

沿 革 

（法人名称の変更） 

H15.10 (独)高齢・障害者雇用支援機構          H23.10 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 
                            
H16.3 (独)雇用・能力開発機構（H23.10解散） 
                  （職業能力開発業務等を移管） 

中期目標期間 第１期：平成１５年１０月～平成２０年３月（平成１９年度見直し） 第２期：平成２０年４月～平成２５年３月 

役員数及び職員数 

（平成24年4月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

８人（２人） ７人（１人） １人（１人） ３，８９１人 ２，７８０人 

年  度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成25年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 742 873 868 844 873 - 

特別会計 43,970 42,496 30,996 84,900 84,386 - 

計 44,712 43,369 31,865 85,744 85,259 - 

 うち運営費交付金 17,458 17,756 14,679 71,380 71,725 - 

 うち施設整備費等補助金 33 61 － 1,708 1,695 - 

 うちその他の補助金等  27,222 25,552 17,185 12,656 11,840 - 

  うち政府出資金 - - - - - - 

支出予算額の推移  （単位：百万円） 71,219 66,656 57,633 142,220 136,783 - 

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 8 17 22 16,712   

（単位：百万円） 発生要因 平成 22年度までは、主にファイナンスリース会計及び運営費交付金の期間進行基準の採用により利益剰余金が発生し

ていたところであるが、平成 23年度においては、雇用・能力開発機構の廃止に伴う業務移管により、宿舎等勘定におい

て利益剰余金を 14,249百万円承継したことに加え、宿舎等勘定における経費の減少により 2,440百万円の当期未処分利

益が生じたこと等から、平成 23年度末における利益剰余金の合計は 16,712百万円となっている。 

見直し内容 上記の利益剰余金は、宿舎等勘定及び障害者雇用納付金勘定における積立金を除き、独立行政法人通則法に基づき、中

期目標期間終了後に全額国庫に返納することとしている。 

※宿舎等勘定においては家賃収入のみを財源としており、今後は雇用促進住宅の譲渡が進むにつれ財源が不足すること

が見込まれるため、中期目標期間終了時において、厚生労働大臣あてに次期中期目標期間繰越積立金の承認申請を行う予
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定であること。また、障害者雇用納付金勘定においては、個別法の規定により、次期中期目標期間繰越積立金として整理

することが要請されていること。 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） 1,418 2,115 2,176 5,367   

行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） 51,914 50,374 37,545 55,608 (見込み) 105,648  - 

見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

業務運営の効率化等により経費の節減を行う。 

中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項

等）(平成 23年度実績) 

１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立 

○ 高年齢者雇用に関する給付金の支給業務については、支給件数等を踏まえつつ、機動的な人員再配置、給付金システム

を活用した事務処理の効率化等による効果的な業務処理対策を実施した。 

○ 駐在事務所（全国５か所）については平成 21年度末に廃止し、平成 22年４月から納付金等調査、就労支援機器の貸出

し等必要な業務は機構本部で実施した。 

○ せき髄損傷者職業センターについては平成 20年度末に廃止し、当該センターの業務は平成 21年４月から福岡障害者職

業センターが引き継いだ。 

○ 地域センターの管理事務については、平成 20 年４月から順次集約し、平成 22 年度末には北海道・沖縄を除く全国 45

か所の地域センターの管理事務を 11センターへ集約した。 

○ 地方業務については委託方式を廃止し、平成 23年度から先行実施の９区域を含めた全 47都道府県において機構が

直接実施を開始し、直接の指揮命令による業務の効率化、経理事務の集約化による業務実施体制の合理化を行うこ

とにより、管理経費は、平成 23 年度予算額で 359,629 千円と、平成 22 年度予算額（977,324 千円）から 617,695

千円（63％）の縮減を図った。 

○ 本部機能については、平成 24年３月 31日に東京本部及び横浜本部から千葉市への移転を終え、幕張本部への集約化が

完了した。 

 

２ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

  厚生労働省からの「独立行政法人、認可法人、特別民間法人の冗費の節減について（要請）」に基づき、すべての

事務・事業について、無駄削減・業務効率化に向けた職員の意識改革及び効率化等に関する取組を行った。 

 ○ 一般管理費については、予算上前年度比 5.2％の節減を図った。 

    さらに、予算執行に係る経費節減の取組として、役職員に対して省資源・省エネルギーに関する意識の徹底を図

るため、「コスト意識・ムダ排除」を人事評価の基準項目に追加するとともに、平成 22年度のＥサービス運動（機

構独自の職場改善運動）における経費節減事例を示し、本部・施設での創意工夫を指示したところ、電気・ガスの

節減（年間の電気使用量が前年度比 3.8％の節減、ガス使用料が前年度比 8.9％の節減）、エコ（省エネ）をテーマ

とした職場改善運動の進展等、具体的な節減効果に結びついた。また、一般競争入札の積極的な実施等に努めたこ

とにより、18.5％の経費節減を図った。 
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 ○ 業務経費については、地方業務の委託方式廃止等により、予算上前年度比 29.6％の節減を図った。また、平成 21

年度から開始した個別実践型リワークプログラムによる精神障害者の復職支援事業に係る経費、地域の関係機関に

対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等事業に係る経費及び特注型の訓練メニューに基づく企業内訓

練と就業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練事業に係る経費の合計額については、予算上

前年度比総額 1.2％の節減を図った。 

さらに、予算執行に係る経費節減の取組として、地域障害者職業センターの賃借料の引下げや効率的な広報の実

施を行うとともに、一般競争入札の積極的な実施等に努めたことにより 13.2％の経費節減を図った。 

 

３ 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助等の実施 

○ 労働局と地方業務部門が協議し作成した個別訪問計画に基づき、高年齢者雇用アドバイザー等による公共職業安定

所との同行訪問の実施、新たな賃金制度や雇用形態等企業の実情に応じた制度導入及び 70歳雇用を実現している企

業事例の紹介等、企業の実情に応じた相談・援助を実施した結果、平成 23年度は過去最高の 35,929件となった。

また、相談・援助を実施した事業主等に対する追跡調査において、具体的な改善効果があった旨の評価が得られた

割合は、平成 23年度実績で 78.8％となり、中期目標（70％）を上回った。 

 

４ 地域センターにおける障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 

○ 障害者の就労支援ニーズの高まりを踏まえ、公共職業安定所、地域の就労支援機関等との連携を通じて、どの地域にお

いても適切な職業リハビリテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、地域センターの専門的支援を必要と

する障害者を積極的に受け入れた結果、平成 23年度は過去最高の 30,857人の障害者に対して職業リハビリテーション

サービスを実施し、平成 23年度末現在で延べ 116,584人の実績となっており、中期目標（125,000人以上）を確実に達

成できる見込みである。 

○ 職業準備支援等修了者の就職等に向かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）への移

行率及び就職率は、平成 23年度実績で、それぞれ 88.5％、68.1％と過去最高となり、中期目標（移行率 75％、就職率

50％）を大きく上回った。 

○ ジョブコーチによる支援事業については、平成 23 年度実績で過去最高の 3,342 人の支援対象者数となり、平成 23

年度末現在で支援対象者は延べ 12,795 人と、中期目標（10,500 人）を上回るとともに、支援終了後６か月経過時

点での定着率についても、平成 23年度実績で 87.4％となり、中期目標（80％）を上回った。 

○ 精神障害者総合雇用支援の支援対象者については、平成 23年度末現在で延べ 8,615人となり、中期目標（9,000人）

を確実に達成できる見込みである。また、復職支援及び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率については、平成

23年度実績で過去最高の 84.0％となり、中期目標（75％）を上回った。 

 

５ 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実   
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○ 精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者等、職業訓練上特別な支援を要する障害者の受入れを拡大し、職業訓練

上特別な支援を要する障害者の割合が平成 23 年度に 51.1％と初めて５割を超えた。こうした取組みにより３年連続で

定員を超えた受入れを行っており、平成 23年度については 101.4％の定員充足率となっている。 

また、訓練生の就職先確保に向け、求人開拓の実施要請のために公共職業安定所等へ訪問するなど就職促進対策の実

施により、訓練修了者の就職率は平成 23年度実績で 86.4％となり、中期目標（80％）を上回った。 

 

６ 障害者雇用納付金の的確な徴収 

○ 障害者雇用納付金については、申告・申請に係る事業主説明会の開催、未納付事業主に対する電話、文書、訪問に

よる納付督励・督促を積極的に実施した結果、収納率は、300 人を超える事業主において、過去５年間で最も高か

った平成 22年度を大幅に上回る 99.87％、200人を超え 300人以下の事業主においては、申告・申請の初年度であ

るにも関わらず、中期目標（300 人を超える事業主については 99％以上、200 人を超え 300 人以下の事業主につい

ては、中期目標期間終了時までに、同様の収納率）を大幅に上回る 99.91％となった。 

 

７ 離職者を対象とする職業訓練 

○ 職業能力開発促進センター等において離職者を対象としてものづくり分野を中心に実施した職業訓練について、人

材ニーズを反映した的確な訓練内容と訓練生に対する積極的な就職支援に取組んだ結果、訓練終了後３か月時点の

就職率は平成 23年度実績で過去最高となる 84.6％となり、中期目標（80％）を上回った。 

 

８ 高度技能者の養成のための職業訓練  

○ 職業能力開発大学校・短期大学校において実施した学卒者を対象とする職業訓練について、人材ニーズに的確に対

応した訓練内容とすることや、的確な就職支援を徹底的に行うことにより、専門課程及び応用課程の修了者のうち、

就職希望者の就職率は平成 23年度実績で平成 22年度実績を上回る 98.1％となり、中期目標（95％）を上回った。 

 

９ 在職者を対象とする職業訓練 

○ 職業能力開発促進センター等において中小企業等で働く在職者を主な対象としてものづくり分野を中心に実施した

真に高度な職業訓練について、企業等のニーズやアンケート調査の分析結果等を活用し、ＰＤＣＡサイクルによる

訓練コースの見直しを行うことで、平成 23 年度の受講者や受講を指示した事業主の満足度はそれぞれ、98.7％、

97.6％と、中期目標（80％）を上回った。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名  高齢・障害・求職者雇用支援機構 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名  高年齢者等に関する雇用支援業務 

事務及び事業の概要 
○ 高年齢者の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主等を支援するための給付金の支給及び高年齢者の

雇用に伴う人事管理制度の見直し等、事業主に対する援助  

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 32,503 21,400 16,093 15,384 ‐ 

国からの財政支出額 32,500 21,398 16,089 15,379 ‐ 

事務及び事業に係る職員数 

（各年１月１日現在。ただし、24年度は4月１日現在。） 

常勤 43人 36人 97人 97人 ‐ 

非常勤 16人 52人 305人 296人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

○ 65歳までの雇用確保措置の義務付けが完全実施される平成 25年度以降については、高年齢者雇用の在り方に

ついての検討状況等を踏まえ、現行の枠組みによる実施方法が合理的かつ効果的・効率的かという観点から検

討し、平成 24年度中に結論を得る。（平成 23年度から実施） 

○ 65 歳までの雇用確保措置の導入や定着の推進のための相談業務については、対象を小規模企業へ重点化し、

効果的かつ効率的な事業手法に転換を図る。（平成 23年度から実施） 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

労働政策審議会建議「今後の高年齢者雇用対策について（平成 24年 1月 6日）」、「高齢社会対策大綱（平成 24

年 9月 7日閣議決定）」を踏まえ、生涯現役社会の実現に向けた環境の整備に対応するため、業務の充実・強化を

図る。 

 

○ 年齢にかかわりなく働ける企業の普及促進に向けた支援の強化  

  年齢にかかわりなく働ける企業の実現に重点を置き、これをサポートするための企業診断システム等実践的

支援ツールの開発、高年齢者雇用アドバイザーの相談スキル向上のための研修内容の再構築、人事労務管理や

雇用環境整備に関する給付金の活用を組み合わせ、高年齢者の多様なニーズに対応しつつ、その能力を最大限

発揮できるよう、効果的な相談・援助を充実させる。  

       

○ 生涯現役社会の実現に向けた気運の醸成  

  生涯現役でいることについての意義・重要性や諸施策などを広く国民に周知・広報し、生涯現役社会の実現

に向けた国民的な気運を醸成するための国民運動を推進する一環として、シンポジウムの開催、好事例の選定・

表彰等を行い、経済団体等とのネットワークにより効果的な周知・啓発を図る。 
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備考〔補足説明〕 

高齢化社会を迎えているわが国社会において、経済社会の活力を維持し、豊かなものとするためには、高齢者が意欲

と能力に応じていきいきと活躍することが必要であり、そのため、生涯現役社会、年齢にかかわりなく働くことができる企

業の実現を推進する必要がある。 

① 年齢にかかわりなく働ける企業の実現に重点を置きつつ、これまで機構において培ってきた事業主支援のノウハウを

フル活用し、高年齢者雇用アドバイザー等の能力の一層の向上を図り、年齢にかかわりなく働ける企業づくりに向けた

事業主等に対する相談援助業務等の充実・強化を図るため、相談スキル・資質向上のための研修内容の再構築、実

践的支援ツールの開発・充実、高年齢者の雇用環境整備を図る事業主を支援するための給付金等の効果的活用を

促進する必要がある。 

② 日本国民一人一人が生涯にわたり労働などの社会参加を意識したライフプランやそれに基づく職業生活設計を作成

し、準備していく必要があり、高齢期に入る以前から意識し、計画的に実践していくことが重要であるため、生涯現役で

あることについての意義や重要性、年齢にかかわりなく働くことができる企業の必要性などを広く国民に周知・広報し、

これらの実現に向けた国民的な気運を醸成する必要がある。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 業務運営の効率化等により、さらなる経費の節減を行う。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名  高齢・障害・求職者雇用支援機構 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名  障害者に係る雇用支援業務 

事務及び事業の概要 

○ 障害者職業センターによる職業リハビリテーション（職業評価、職業指導、職業準備訓練など）の技法開発・

実施、地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言・援助等 

○ 障害者職業能力開発校における精神障害者等を含む職業的重度障害者に対する先導的な職業訓練の実施、新

たな訓練技能の開発とその普及等 

○ 法定雇用率未達成事業主からの障害者雇用納付金の徴収、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主等に

対する障害者雇用調整金・報奨金の支給並びに障害者雇用の促進及び継続を図るための助成金の支給 

○ 障害者雇用に関する事業主等に対する各種講習、アビリンピックの開催等 

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 36,544 36,234 36,523 34,698 ‐ 

国からの財政支出額 10,869 10,467 10,433 10,095 ‐ 

事務及び事業に係る職員数 

（各年１月１日現在。ただし、24年度は4月１日現在。） 

常勤 608人 607人 648人 649人 ‐ 

非常勤 860人 918人 1,004人 1,003人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

○ 地域障害者職業センターの事務集約化により管理部門を縮減する。当該センターで行う職業リハビリテーシ

ョンサービスの対象者は、地域の就労支援機関では対応困難な障害者に重点化する。（平成 22年度から実施） 

○ 障害者雇用納付金関係業務等の地方業務については、委託方式を廃止し、地域障害者職業センターを活用す

るなどの方法で実施する。また、当該センターの従来業務と併せて効率化を図るとともに、地方業務の円滑か

つ効率的な実施を徹底する。（平成 23年度から実施） 

○ 障害者職業能力開発校の運営については、職業的重度障害者（とりわけ精神障害者や発達障害者を含む職業

訓練上特別な支援を要する障害者）に対する先導的な職業訓練に重点化する。（平成 22年度から実施） 

○ 都道府県雇用開発協会への委託を取りやめ、業務の実施に当たり、総コストの削減及び業務の効率化を図る。

（平成 23年度から実施） 

○ 事業の実施状況や実施主体等を更に検討し、一層の効率化を図ることにより、業務を縮減する。（平成 23 年

度から実施） 
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事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

 精神障害者、発達障害者等の就労支援ニーズや平成 25年 4月からの法定雇用率の引上げ等に的確に対応すると

ともに、今後厚生労働省において検討する、障害者雇用促進制度における障害者の範囲等や労働･雇用分野におけ

る障害者権利条約への対応の在り方の検討結果などを踏まえ、業務の充実・強化を図る。 

 

① 地域障害者職業センターにおける発達障害者に対する体系的支援プログラムの全国実施  

  障害者職業総合センターが開発した「ワークシステム・サポートプログラム」に加え、「求職活動支援」と「関

係機関との発達障害者就労支援ネットワークの構築」に係るノウハウを有機的に組み合わせた「発達障害者に

対する体系的支援プログラム」を全国実施することにより、発達障害者に対する支援の充実・強化を図る。 

  

② 障害者職業能力開発校における訓練ノウハウの開発・普及の取組の強化 

  職業能力開発校（障害者校及び一般校。以下、同じ）における職業訓練上特別な支援を要する障害者（特別

支援障害者）向け訓練コース設置の検討を促すための訓練場面の見学や指導体験機会の提供等により構成する

プログラムの実施及び特別支援障害者向け訓練コースを新たに設置等する職業能力開発校の職業訓練指導員を

対象としたＯＪＴ方式による指導技法等の直接的な提供と当該校への訪問等による助言の実施により、職業能

力開発校での特別支援障害者受入の促進に係る取組みを強化する。 

   

③ 障害者雇用納付金制度の適用対象事業主の拡大に向けた対応  

  平成 27年 4月から適用対象事業主が拡大（200人超企業（約 21,000社）→100人超企業（約 45,000社））す

ることを踏まえ、地域の経済団体、業界団体等に対する協力要請や新たに対象となる中小企業への個別訪問等

による周知・啓発を実施し、中小企業等における障害者雇用の促進を図る。また、徴収業務については、現行

の収納率目標（99％以上）の水準を目指すとともに、それに向けた適正な制度運営を行う。 

  

注）今後厚生労働省において検討する、障害者雇用促進制度における障害者の範囲等や労働･雇用分野における障

害者権利条約への対応の在り方の検討結果などを踏まえ、必要な見直しを行う（※）。  
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   ※ 機構の業務に係る具体的措置については、厚生労働省における検討の方向性が決まった段階で定めることとする。 

備考〔補足説明〕 

① 発達障害者に対する支援については、発達障害者支援法施行の影響もあり、知的障害のない発達障害者を中

心に支援対象者数は年々増加の一途を辿っている。 

発達障害者の円滑な就職及び職場定着を実現するためには、個々人によって多様な障害特性に配慮した、よ

り専門的な支援が必要であり、きめ細やかな個別支援を要すること、平成25年4月からの法定雇用率引き上げ等

の影響により就職支援の対象者数が急速に増加することが見込まれることから、発達障害者に対する職業リハ

ビリテーションサービスの充実・強化を図るものである。 

 

② 障害者の職業能力開発については、障害者職業能力開発校における職業訓練に加え、一般の職業能力開発校

等での拡充が図られ、障害者の職業訓練の受講機会が拡大してきているが、職業訓練上特別な支援を要する障

害者（特別支援障害者）においては多くの障害者校等において指導ノウハウの不足等により受入れが進んでい

ない。 

こうした課題への対応について、厚生労働省が開催する障害者職業能力開発推進会議において、特別支援障

害者の訓練機会を拡大し効果的な職業訓練を行うための方策として、これまで機構営障害者校が蓄積してきた

指導ノウハウ等を一層効果的に普及することが必要とされたことから、障害者校及び一般校における特別支援

障害者のさらなる訓練機会の拡大を図るため、新たな取組みとして実施するものである。 

 

③ 障害者雇用納付金制度について、平成27年4月から、常時雇用する労働者数が100人を超える事業主（現在は

200人を超える事業主）が適用対象となるため、当該中小企業に対する制度の周知・広報に積極的に取り組み、

納付金徴収業務の適切かつ確実な実施が必要である。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 業務運営の効率化等により、さらなる経費の節減を行う。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名  高齢・障害・求職者雇用支援機構 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名  職業能力開発業務 

事務及び事業の概要 

○ 離職者の早期再就職を図るための職業訓練、ものづくり分野における高度技能者等の養成のための職業訓練

等の実施 

○ 求職者支援制度に基づく訓練の認定や求職者支援訓練の実施機関に対する助言・指導等を実施 

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 98,135 80,759 64,201 64,516 ‐ 

国からの財政支出額 91,242 74,414 59,223 59,785 ‐ 

事務及び事業に係る職員数 

（各年１月１日現在。ただし、24年度は4月１日現在。） 

常勤 3,275人 3,267人 2,946人 2,947人 ‐ 

非常勤 1,626人 1,114人 1,437人 1,364人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

○ 職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校は、雇用・能力開発機構から

引き継ぐ。（平成 23年度中に実施） 

○ 職業能力開発総合大学校については、相模原校を廃止し、附属校である東京校（小平市）へ集約する。（平成

24年度中に実施） 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

離職者の早期再就職を図るための職業訓練、ものづくり分野における高度技能者養成のための職業訓練等を実

施するとともに、求職者支援制度に基づく訓練の認定や訓練実施機関に対する助言・指導等を実施する。 

 

① 産業構造の変化や技術革新等に対応した効果的な公共職業訓練の展開 

・ 離職者訓練・在職者訓練については、訓練コースの設定から実施、評価、改善に至るＰＤＣＡサイクルに

よる効果的な訓練の実施と訓練コースの見直しを行う。また、地域ニーズも踏まえ、成長が見込まれる環境・

エネルギー分野等新しい分野に関連したものづくり分野の訓練コースの開発に取り組む。 

・ 高度技能者養成訓練については、産業構造の変化や技術革新等に対応した訓練コースの見直しを進め、効

果的な人材養成に取り組むとともに、共同研究等を通じた産学連携や大学等関係機関との連携強化を図る等、

広く地域社会に開かれた施設運営に取り組む。 

 

② 指導員養成訓練の見直し等の実施 

・ 職業訓練指導員養成については、職業訓練指導員を養成するハイレベル訓練（仮称）の創設、及び現職の
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職業訓練指導員を対象としたスキルアップ訓練の段階的な拡充を行うとともに、産業構造の変化や技術革新

等に伴う訓練ニーズに対応した訓練カリキュラム・職業訓練技法の開発、普及の強化等に取り組む。 

・ 職業能力開発総合大学校については、相模原校の跡地売却・処分を行う。 

 

③ 求職者支援制度に基づく訓練認定業務等の的確な実施 

・ 求職者支援訓練として認定すべき職業訓練を適切に認定するとともに、訓練実施機関に対し、認定申請の

際の相談・ 助言及び訓練開講後の定期的な調査を実施する。  

 

④ 民間教育訓練機関の教育訓練サービスの向上に向けた対応 

・ 民間教育訓練機関における人材のスキルアップのための取組等を検討し、民間教育訓練機関の教育訓練サ

ービスの向上を支援する。 

備考〔補足説明〕 

民間教育訓練機関の教育訓練サービスの向上に向けた対応については、第９次職業能力開発基本計画（平成23

年厚生労働省告示第143号）において、民間教育訓練機関が実施する職業訓練の質保証及び確保等のツールとなる

ガイドラインを早期に策定し、普及・促進を図ることとされている。こうした中、平成23年12月に「民間教育訓

練機関における職業訓練サービスガイドライン」が策定されたところであり、ＰＤＣＡサイクルによる訓練の質

向上の取組及び仕組みを体系化してきた高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウハウを活かし、同ガイドライン

の普及及び民間教育訓練機関における人材のスキルアップのための取組等、民間教育訓練機関における教育訓練

サービスの向上に向けた支援方策を検討し、実施する。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 業務運営の効率化等により、さらなる経費の節減を行う。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名  高齢・障害・求職者雇用支援機構 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名  雇用促進住宅業務【暫定業務】 

事務及び事業の概要 
○ 雇用促進住宅の譲渡・廃止業務及びそれまでの間の管理・運営業務 

ｓ事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 26,893 29,115 25,402 22,185 ‐ 

国からの財政支出額 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

事務及び事業に係る職員数 

（各年１月１日現在。ただし、24年度は4月１日現在。） 

常勤 16人 13人 13人 15人 ‐ 

非常勤 82人 90人 97人 97人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

○ 雇用促進住宅の譲渡・廃止業務及び管理運営業務は、雇用・能力開発機構から引き継ぐ(平成 33 年度までに

処理を完了する。)。（平成 23年度中に実施） 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

１ 全国７ブロック（北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿四国、中国、九州）に設置している雇用促進住宅

の管理等業務を行う事務所（以下「統括事務所」という。）の設置に係る費用の低減 

統括事務所について、事務所の借り上げ費用の低減を図るため、雇用促進住宅の施設の活用及び低廉な借り

上げ事務所への移転により、是正を図ることとし、平成２４年度末までに全ての統括事務所の移転を完了する

こととしている。引き続き、雇用促進住宅の管理業務等を行う事務所の設置に係る費用の低減に努める。 

 

２ 雇用促進住宅の貸与契約の解除手続き及び損害金の債権管理の見直し 

適正な損害金の債権管理の徹底を図るため、平成２４年３月２８日に「雇用促進住宅に係る滞納家賃及び損

害金等の管理と滞納者等に対する措置等」を定め、運営委託先及び職業訓練支援センターに通知したところで

あり、さらに平成２４年度においては、滞納家賃及び損害金等の債権管理を適切に実施するため、住宅管理シ

ステムの改修を行い、改善を図ることとしている。引き続き、適正な貸与契約の解除手続き及び損害金の債権

管理に努める。 
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備考〔補足説明〕 

１ 統括事務所については、会計検査院からの指摘も踏まえ、事務所の設置費用の低減を図り経費の削減に努め

る必要がある。 

  

２ 家賃滞納者に係る契約解除手続き及び契約解除後も住戸を明け渡さない不法入居者に係る損害金の管理につ

いては、会計検査院からの指摘も踏まえ、債権管理事務の改善が必要である。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 業務運営の効率化等により、さらなる経費の節減を行う。 
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法人名 高齢・障害・求職者雇用支援機構

見直し項目 組織・運営の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 備考〔補足説明〕

３．取引関係の
見直し
① 随意契約
の見直し等

○ 平成22年4月に策定した「随意契約等見直し計画」に基づき、随意契約に
ついては、原則として一般競争入札等に移行する取組を、引き続き着実に推
進するとともに、一般競争入札等であっても1者応札・応募となった契約につ
いては、平成21年7月に策定した「「1者応札・1者応募」に係る改善方策につ
いて」に基づき、引き続き改善に向けた取組を推進する。

コストの削減や透明性を図る観点か
ら、引き続き改善に向けた取組を推進す
る必要がある。

② 契約に係
る情報の公開

○ 「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017号）や
「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」（平成23年6月3日内
閣官房行政改革推進室長）に基づき、契約に係る情報の公開を引き続き推
進する。

契約の透明性確保の観点から、引き続
き情報公開を推進する必要がある。

③ 関連法人
の利益剰余金
等の国庫納付
等

雇用促進住宅の管理運営について
は、平成20年度以降は随意契約を見直
し、競争性のある入札方式に移行し、事
務管理費を除くその他業務費について
は、すべて精算を行っているため、過剰
な剰余金が生じる構造とはなっていな
い。

Ⅲ 組織・運営の見直しに係る当初案

（参考）基本方針の関連部分

１．不要資産の
国庫返納

① 富士見職員宿舎については、隣接する富士見第2職員宿舎（旧能開機構
からの移管資産）の現入居者退去後、速やかに一体的に売却等の手続きを
行い国庫納付する。

② 譲渡等が完了した雇用促進住宅については、速やかに国庫納付する。

③ 職業能力開発総合大学校（相模原校）の敷地については、平成25年度
以降に売却し国庫納付する。

④ その他、保有する資産について、引き続き、その必要性を厳しく検証を行
い、不要資産については処分する。

『基本方針：岩手1号職員宿舎及び富士見職員宿舎については、職員の退去
後、速やかに国庫納付する（23年度以降実施）。雇用促進住宅を国庫納付す
る（保有数1,429住宅）（33年度までに実施）。職業能力開発総合大学校（相
模原校）の敷地を売却し、国庫納付する（25年度以降実施）。』

「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」（平成２２年１２月７日閣議
決定）における「岩手1号職員宿舎及び
富士見職員宿舎については、職員の退
去後、速やかに国庫納付する（23年度以
降実施）。雇用促進住宅を国庫納付する
（保有数1,429住宅）（33年度までに実
施）。職業能力開発総合大学校（相模原
校）の敷地を売却し、国庫納付する（25
年度以降実施）。」との指摘を踏まえ、所
要の措置を講ずることとする。

石川障害者職業センター跡地及び旧三重障害者職業センターを国庫納付する。（23年度中に実施）

岩手1号職員宿舎及び富士見職員宿舎については、職員の退去後、速やかに国庫納付する。（23年度以降実施）

雇用促進住宅の運営に係る利益剰余金（平成21年度末約576億円）については、平成23年度当初に必要な資金額を算出することにより、早急に納付
額を確定し、国庫納付する。

なお、国庫納付に伴い、業務の効率化等あらゆる努力を行っても、なお将来事業に必要な資金が不足した場合には、必要な措置を講ずる。（23年
度中に実施）

国際能力開発支援センターの廃止に伴い、運営委託契約の精算業務を行い、委託先に留保されていた剰余金等（平成21年度末約５億円）について
は早急に引渡額を確定し、国庫納付する。（23年度中に実施）

国際能力開発支援センターほかを国庫納付する。（22年度中に実施）

佐賀職業能力開発促進センター本庄職員宿舎ほかを国庫納付する。（23年度以降実施）

雇用促進住宅を国庫納付する（保有数1,429住宅）。（33年度までに実施）

職業能力開発総合大学校（相模原校）の敷地を売却し、国庫納付する。（25年度以降実施）

○国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行政法人の利益剰余金や保有する施設等について、そもそも当該独立行政法人が保
有する必要性があるか、必要な場合でも最小限のものとなっているかについて厳しく検証し、不要と認められるものについては速やかに国庫納
付を行う。

○不要な施設等の納付方法については、原則として現物により速やかに納付することとし、国は、納付を受けたものを含めた国有財産全体の有効

○本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの以外のものについても、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含めた幅広い資産を
対象に、自主的な見直しを不断に行う。

２．事務所等の
見直し

○ 各地方施設の利用者ニーズ、利便性、コスト等を総合的に勘案し、可能
な限り、高齢・障害者雇用支援センターの職業訓練支援センター（職業能力
開発促進センター）への移転等による施設の集約化を進める。

平成２３年１０月に雇用・能力開発機構
から職業能力開発業務等が移管された
ことを契機に、改めて効果的・効率的な
地方施設の体制について、それぞれの
施設の利用者ニーズ、利便性、コスト等
を総合的に勘案・検討し、経費節減・効
率化に取り組むこととしている。

雇用・能力開発機構の廃止法の施行後に本部を移転し、速やかに集約化を図る。（23年度以降実施）

○国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等の運営については、徹底的な整理・統廃合や組織・府省の枠
を超えた共用化を行い、管理部門経費を削減する。

○東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要な機能の移転・集約化を図り、効率的な業務運営を確保する。

○海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合を行うとともに、経費削減、ユーザーへの利便性の観点から、同
一都市にあり、政策連携効果が見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配慮しつつ、施設の共用化を図る。このため、海外事
務所を有する各独立行政法人や主務府省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連携を強化する。

○職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の利用により機能を代替できるものは廃止する。

○本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施設に合わせて考える現状維持的な姿勢を改め、規模・コスト・立
地等を再検証し、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用
化を行う。

○各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき策定した随意契約等見直し
計画を着実に実施する。具体的には、随意契約については、原則として一般競争入札等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応
札・応募となった契約については、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条件、発注規模の見直し等の改善を図り、コストの削
減や透明性の確保を図る。

○独立行政法人が、当該独立行政法人において管理又は監督の地位にある職を経験した者が再就職しており、かつ、総売上高又は事業収入
に占める当該独立行政法人との取引高が相当の割合である法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引
等の状況について情報を公開するなどの取組を進める。

○各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競争が確保されていない契約（競争入札における一者応札や企画
競争における一者応募）等が行われていた場合、当該関連法人の利益剰余金又は内部留保の有無を速やかに精査し、相応の部分について国
庫納付する、あるいは当該部分の額について国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。
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見直し項目 組織・運営の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 備考〔補足説明〕 （参考）基本方針の関連部分

④ 調達の見
直し

○ 機構の基幹ネットワークシステムに係る保守・運用管理の委託業務につ
いては、公共サービス改革法に基づく民間競争入札を実施することとし、契
約期間は、平成29年4月から平成34年3月の5年間とする。

『閣議決定：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構基幹ネットワークシステム
に係る保守・運用管理の委託業務について、民間競争入札を実施する。【契
約期間】平成29年4月から平成34年3月の5年間』

「公共サービス改革基本方針」（平成24
年７月24日閣議決定）において、同業務
が新たに対象となったことを踏まえ対
応。

○各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、コストの縮減を図る。

特に研究開発事業に係る調達については、下記の取組を進めるほか、他の研究機関と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。
ア）調達に係る仕様要件の見直しを行う。
イ）調達方式による価格比較を行い、リース方式が割安な場合は積極的にこれを活用する。また、研究機器や保管機器等について他の研究機
関との共同利用等の可能性を検討する。
ウ）価格調査に当たっては、他の研究機関の購入実績等を確認することなどにより適正価格の把握に努める。

○競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法
人の提供するサービスの質の維持・向上と経費削減を図る。

○「公共サービス改革基本方針」（平成22年7月6日閣議決定）に基づき、行政刷新会議に設置された公共サービス改革分科会において、公共
サービス改革を推進するための調達の効率化等に関する具体的方策が検討され、平成23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を
踏まえ、調達の効率化等を図り、経費の削減等の措置を講ずる。

４．人件費・管
理運営の適正
化
① 人件費の
適正化

○ 総人件費については、国家公務員の給与改定を踏まえ、引き続き抑制に
努める。
○ ラスパイレス指数については、給与水準の適正化の観点から、引き続き
その改善に取り組むとともに、その取組状況について公表する。

平成２２年度において、在職地域・学歴
構成による要因を勘案した対国指数は１
００．０ポイントとなったが、平成２４年４
月１日に本部事務所が東京都特別区か
ら千葉市へ移転したことにより、地域・学
歴勘案で１１０．０ポイントとなった。
今後は、新機構として、平成２４年度に

対国家公務員指数を年齢勘案で１０３ポ
イント程度、年齢・地域・学歴勘案で１０５
ポイント程度とすることを目標として、昇
給号俸数の抑制等の措置を講じたところ
であるが、引き続き、給与水準の適正化
の観点から、その改善に取り組む必要
がある。

○独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独
立行政法人制度の抜本的な見直しの一環として厳しく見直す。

○国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られるよう、その水準が国家公務員と同等のものとなるよう努める。
ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具体的な方策と数値目標を内容とする取組を着実に実施する。

○給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価においても、引き続き厳格なチェックを行う。

② 管理運営
の適正化

① 管理部門（本部）について、更に▲19名のスリム化に取り組む。
※ 統合時（H23.10）に▲20名のスリム化を実施。

② 地方組織について、管理系システムの統合等と併せ、高齢・障害者雇用
支援センターと職業訓練支援センターの管理事務処理体制の一元化を図
る。

管理部門（本部）については、法人統
合時に▲20名のスリム化を実施。更に
統合後3年以内に▲19名のスリム化に取
り組む（厚生労働省事業仕分けを踏まえ
た改革案）。
また、地方組織について、管理事務処

理体制の一元化等に取り組む。

○業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、簡素な管理部門、効率的な運営体制を確保することにより、
業務運営コストを削減する。このため、一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上の努
力を行うとの観点から具体的な目標を設定する。

○法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及び職員の諸手当については、国家公務員に準じたものとなるよう
徹底を図る。

○事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、必要な経費を積算段階から精査できる取組を行い、徹底した透明化、合
理化を図るとともに、運営費交付金について、国の予算のガバナンスの観点から、その在り方を検討する。

○組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実施する体制を整備する。

５．自己収入の
拡大

職業能力開発総合大学校及び職業能
力開発大学校等で実施する指導員訓練
及び高度技能者養成訓練（学卒者が対
象）については、国立大学等の授業料そ
の他の費用に関する省令に定める標準
額に準じて設定しており、標準額が変更
された場合は、同様の措置を講じること
としている。

○特定の者が検査料、授業料、利用料、配布価格、技術指導料等を負担して実施する事業については、受益者の負担を適正なものとする観点
から、その負担の考え方を整理し、これに基づき、国民生活への影響に配慮しつつ検査料等の見直しを行う。

○協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減を図る。

○出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じて自己収入の拡大を図る。

（注）「（参考）基本方針の関連部分」に記載のもののうち、「基本方針」中の「Ⅲ 資産・運営の見直しについて」に掲げられている事項について
は、先頭に「○」を付けている。

６．事業の審
査、評価

○ 適正な業務の推進に資するため、外
部の学識経験者及び専門家等により構
成される外部評価委員会を設置し、業務
実績について評価を行っている。
○ 当該委員会における評価結果等に
ついては、業務内容の透明性を高め、業
務内容の充実を図る観点から、ホーム
ページ等において公表している。

○複数の候補案件からの選択を要する事業については、案件の厳選による効率的な事業実施や、選択・実施過程の更なる透明化を図るため、
有識者から成る第三者委員会を設置するなど効果的な外部評価の仕組みを導入する。

○中間評価において成果が期待できないと評価された事業は廃止するなど、評価結果を事業実施過程に適切に反映させるとともに、事業の選
定・採択時（事前）、実施時（中間）、終了時（事後）の各段階における評価結果をホームページ上で公表することなどにより、国民への説明責任
を果たす。

７．その他
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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 独立行政法人勤労者退職金共済機構  府省名 厚生労働省 

沿 革 

昭和 34年  7月 1日 中小企業退職金共済事業団設立 

昭和 39年 10月 15日 建設業退職金共済事業を開始することに伴い、建設業退職金共済組合設立 

昭和 41年  9月 1日 清酒製造業退職金共済事業を開始することに伴い、清酒製造業退職金共済組合設立 

昭和 56 年 10 月 1 日 建設業退職金共済組合と清酒製造業退職金共済組合を統合して建設業・清酒製造業退職金共済

組合を設立 

昭和 57 年 1 月 1 日 林業退職金共済事業を開始することに伴い、建設業・清酒製造業退職金共済組合を建設業・清

酒製造業・林業退職金共済組合に変更 

平成 10 年 4 月 1 日 中小企業退職金共済事業団と建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合を統合して勤労者退職

金共済機構を設立 

平成 15 年 10 月 1 日 独立行政法人勤労者退職金共済機構に移行 

平成 23 年 10 月 1 日 独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い財形業務等について独立行政法人勤労者退職金

共済機構に移管 

中期目標期間 平成 20年 4月～平成 25年 3月 

役員数及び職員数 

（平成24年１月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

7人（2人） 5人（1人） 1人（1人） 276人 136人 

年  度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成25年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 3,519 3,270 － － － － 

特別会計 7,547 7,465 8,989 9,332 9,251 8,904 

計 11,066 10,735 8,989 9,332 9,251 8,904 

 うち運営費交付金 3,519 3,270  341 435 34 

 うち施設整備費等補助金 － － － － － － 

 うちその他の補助金等 7,547 7,465 8,989 8,991 8,816 8,870 

  うち政府出資金 － － － 2 2 2 

支出予算額の推移  （単位：百万円） 540,854 535,282 572,215 707,130 849,516  

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 ▲300,471 ▲130,642 ▲148,945 ▲116,858   

（単位：百万円） 発生要因  累積欠損金が発生している原因は、平成 14年以前、法律で定められていた基本退職金額の前提となる予定運用利回
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りが、実際の運用利回りを上回る水準となった時期が一定期間続いたことによるものである。 

見直し内容  勤労者退職金共済機構が平成 17年 10月に策定した「累積欠損金解消計画」を必要に応じて見直しつつ、着実な累

積欠損金の解消を図る。 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） 111 0.2 － 113   

行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） 241,187 ▲165,626 26,794 ▲26,388   

見直しに伴う行政サービス実施コスト

の改善内容及び改善見込み額 

業務の効率化等を図り､経費の削減を行う。 

中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項等）

(平成 23年度実績) 

○ 業務運営の効率化に関する事項 

・ 業務運営の効率化に関する評価項目については、毎年度「Ｂ」であった「中期計画の定期的な進行管理」項目を

除き、概ね総合評価「Ａ」を得ている。「効率的な業務実施体制の確立」については、資産運用業務の一元化や清酒

製造業退職金共済事業・林業退職金共済事業の運営一体化に向けた取り組み等により、平成 23年度は「Ｓ」評価を

得ている。 

・ 運営費交付金を充当する一般管理費（退職手当は除く。）及び退職金共済事業経費の削減については、平成 19 年

度予算に対し、削減目標は 18％以上のところ、21 年度決算では 17.5％を削減し、平成 22 年度には退職金共済事業

における運営費交付金を廃止した。交付金を廃止した 22年度以降も、各年度予算に対し 22年度決算で 7.6％減、23

年度決算で 10.3％減となっており、着実に削減を行っている。 

・ 人件費の削減についても、平成 17 年度比 15.0％（財形分を含む場合は 18.5％）削減と目標を上回る削減を行っ

た。  

・ 効率的な業務実施体制の確立のため、「業務・システム最適化計画」に基づき新システムを稼働させるとともに、

「業務・システム最適化計画」の実施、資産運用業務及びシステム管理業務の一元化、事務処理の効率化及び経費

の削減、清退共・林退共の運営一体化に先駆けた定員削減等を行った。 

 

○ 確実な退職金支給のための取組 

・ 退職金未請求者等に対する取組については、「Ｂ」評価であった平成 23年度を除き、総合評価において毎年「Ａ」

評価を得ている。 

・ 各種の積極的な取組により、一般の中小企業退職金共済事業においては、取組開始前に 2.8％であった脱退後２年

経過後の未請求率を、平成 24年度までに１％程度とする数値目標に対し、平成 23年末時点で 1.8％となっており一

定の進捗が認められる。 

 

○ 退職金制度への着実な加入 

・ 加入促進対策の効果的な実施については、毎年、総合評価において「Ａ」評価を得ている。 
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・ 平成 23 年度末において、数値目標である加入者数の目標達成率が、一般の中小企業退職金共済事業 105.4％、建

設業退職金共済事業 100.3％、清酒製造業退職金共済事業 100.5％、林業退職金共済事業 108.8％となっており、機

構全体としても加入目標を上回る実績を上げている。 

 

○ 累積欠損金の処理 

・ 累積欠損金の処理については、平成 21年度・23年度は総合評価「Ａ」、平成 22年度は「Ｂ」、平成 20年度は「Ｃ」

となっている。 

・ 一般の中小企業退職金共済事業においては、平成 19 年度末時点の 1,564 億円が平成 23 年度末時点では 1,741 億

円（177億円増加）に増加、林業退職金共済事業においては平成 19年度末時点の 13.57億円が平成 23年度末時点で

は 13.04 億円（53 百万円解消）に減少しているが、金融市場の状況など外性的な要因も大きく影響していることに

留意する必要がある。（なお、平成 23 年度は、単年度の解消すべき目安額（一般の中小企業退職金共済事業 180 億

円、林業退職金共済事業 92百万）を達成している。） 

  資産運用については、第三者による外部評価を反映しつつ、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資

産運用の基本方針」に基づき安全かつ効率的運用を基本として実施しており、市場の低迷等の影響から、当期純損

失を計上した年もあるが、全体として、各共済事業とも概ねベンチマークと同等のパフォーマンスが達成されてい

る。  
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案整理表 

法人名 独立行政法人勤労者退職金共済機構 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名 中小企業退職金共済事業 

事務及び事業の概要 

勤労者退職金共済機構においては、以下の制度の運営を行っている。 

（１）一般の中小企業退職金共済制度 

   中小企業の従業員（原則として期間雇用者等を除く全従業員）を対象。 

事業主が金融機関を通じて毎月一定の掛金を納付すると、従業員が退職したときに、機構から直接当該従業

員に退職金が支給される制度。 

（２）特定業種退職金共済制度 

  特定業種（厚生労働大臣が指定：現在、建設業、清酒製造業、林業の三業種）において期間雇用される従業

員を対象とし、現場で働く期間雇用者が所持する共済手帳に事業主が雇用日数に応じ共済証紙（日額：建設業

310 円、清酒製造業 300 円、林業 460 円）を貼付し、当該労働者が業界で働くことをやめたときに、機構から

直接当該労働者に退職金が支給される制度。 

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 540,854 535,282 572,215 531,243  527,473  

国からの財政支出額 11,066 10,735 8,989 8,784 8,410 8,470 

事務及び事業に係る職員数 

（各年１月１日現在。ただし、24年度は4月１日現在。） 

常勤 257人 257人 255人 254人 247人 ‐ 

非常勤 172人 174人 181人 124人 127人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

１ 業務の一元化、共通化による効率化 

  ・ 法人全体の資産運用業務及びシステム管理業務の一元化を確実に行い、法人のコスト削減を図る。 

  ・ 清酒製造業退職金共済及び林業退職金共済の業務運営の一体化を進め、コスト削減を図る。 

２ 未請求退職金の発生防止 

 受給資格を有するにもかかわらず未請求となっている退職金を確実に支給していくための取組を更に強化する。 

 ・ 退職後の早期住所把握（６ヶ月後から３ヶ月後）を行う。 

  ・ 住基ネットの活用を検討する。 

３ 効果的な加入促進 

 共済制度の基盤強化のため、更に効果的な加入促進を図る。 

  ・ 大都市等での勧誘を強化する。 

  ・ 高い加入実績を得ている団体を積極的に活用するとともに、今後の新規拡大が見込まれる分野の業界団体 
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への委託等を検討する。 

  ・ 相談コーナーを削減（８カ所から２カ所）するとともに、コールセンター化を検討する。 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

１ 確実な退職金支給のための取組 

（１）一般の中小企業退職金共済事業における退職金未請求者に対する取組 

次の取組等により、新たな未請求退職金の発生防止対策を重点的に実施する。 

・ 「被共済者退職届」による被共済者の退職時の住所把握を徹底する 

・ 退職後 3ヶ月及びその後一定期間経過後に未請求となっている被共済者に退職金の請求勧奨を実施する  

なお、退職後 5 年以上を経過した未請求者については、既に住所が把握できており請求が見込まれる者を中

心に請求勧奨を実施する等、効果をみつつ、効率的な取組を実施する。 

 

（２）特定業種退職金共済事業における取組 

ア 業界からの引退者への確実な退職金支給のための取組 

次の取組等により、被共済者の情報を整備し、今後業界からの引退により退職金が請求できるようになる

者に対する確実な退職金支給のための取組を重点的に実施する。 

・ 新規加入時及び共済手帳の更新時に被共済者の住所把握を徹底する。 

・ 上記の住所情報を活用し、過去３年間共済手帳の更新がない被共済者の現況調査を行った上で、手帳更

新を勧奨するとともに、既に業界を引退している者については請求勧奨を実施する。 

・ 更に、一定期間経過後も共済手帳の更新がない被共済者に対する請求勧奨等を実施するほか、効率的な

請求勧奨等を実施できるようシステム整備を行う。 

  なお、これまでに現況調査を行ってきた被共済者については、既に住所が把握できている者に対して、一

定期間経過後、効果もみつつ、必要に応じ退職金の請求等を勧奨する。 

 

イ 共済証紙の適正な貼付に関する取組（建退共） 

共済契約者に対する適正貼付の要請や加入履行証明書発行の際の厳格な審査等により、共済証紙の適正な

貼付に努める。 
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２ 効果的な加入促進対策の実施 

（１）加入目標数の設定 

次期中期目標期間における加入目標数は、第２期中期目標期間における加入目標の達成状況や各共済事業を

取り巻く経済環境等を検証した上で設定する。 

（２）加入促進業務の重点化 

効果的な加入促進対策を実施し、加入者数の増加を図る。 

・ 一般の中小企業退職金共済事業：大都市等での対策強化、金融機関との連携強化 等 

・ 特定業種退職金共済事業：関係官公庁及び関係事業主団体等との連携強化 等 

 

３ 財務内容の改善に向けた取組 

（１）累積欠損金の処理 

累積欠損金が生じている中退共事業及び林退共事業においては、勤労者退職金共済機構が平成１７年１０月

に策定した「累積欠損金解消計画」を必要に応じて見直しつつ、着実な累積欠損金の解消を図る。 

（２）健全な資産運用の実施 

市場環境の変化を踏まえ、安全かつ効率的な資産運用に努める。  

 

備考〔補足説明〕 

中小企業退職金共済制度は､長期間にわたり安定的に事業主から退職金の原資となる掛金を収納し、退職者に退職

金を給付するものであるから、制度の継続性、資産管理の安全性、給付の確実性といった安定的・継続的な事業運

営が不可欠である。 

このため、事業の目標、計画、評価等について国や第三者機関による一定の管理が行われ､主務大臣による理事長

の任命、自主解散の制限等、制度を確実に実施するための担保措置が設けられている独立行政法人である勤労者退

職金共済機構において当該制度を実施しているところである。 

当該制度を「廃止」することは、独力では退職金制度を確立することが困難な中小零細企業の労働者の福祉の増

進に反するとともに、「民営化」、「他法人等への移管・一体的実施」、「他の事務及び事業との統合」を行った場合に

は、当該制度の安定的・継続的な運営に支障を及ぼすことになる。 

当該制度がより多くの中小零細企業に普及することで、より多くの労働者が退職金制度の恩恵を受けられるよう

になることが重要であることから、効果的な加入促進対策を実施するとともに、確実に退職金を給付できるよう、

退職金の未請求、共済手帳の未更新対策に重点的に取り組むこととする。また、財務内容を改善するため、累積欠

損金の着実な解消を図るとともに、より安全かつ効率的な資産運用に努めることとする。 
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行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 

 

業務の効率化等を図り､経費の削減を行う。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案整理表 

法人名 独立行政法人勤労者退職金共済機構 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名 勤労者財産形成促進事業 

事務及び事業の概要 
勤労者の財産形成を促進し、生活の安定を図るため、財形貯蓄を行っている勤労者を対象に、事業主を通じて

貯蓄残高の 10倍（最高 4,000万円）までを低利で融資する制度の運営。 

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 － － － 175,887 322,044  

国からの財政支出額 － － － 548 841 430 

事務及び事業に係る職員数 

（23年度は10月1日現在。24年度は4月１日現在。） 

常勤 －人 －人 －人 22人 22人 ‐ 

非常勤 －人 －人 －人 12人 12人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

○ 雇用・能力開発機構からの業務移管 

 利用件数が減少している状況等を踏まえ、財形教育融資業務（貸付業務）については廃止する。財形住宅融資

業務については雇用・能力開発機構から引き継ぐ。 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

１ 中小企業に対する情報提供の充実 

 中小企業に対する制度の導入及び運営に係る情報提供の充実を図る。 

 

２ 自立した財政運営の実施  

 自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施する。 

備考〔補足説明〕 

財形持家融資制度は、融資の申込みから資金交付、貸付金の回収までの一連の業務を一件の融資が完結するま

での長期間（最長 35年）にわたって安定的かつ継続的に実施することが不可欠である。 

このため、事業の目標、計画、評価等について国や第三者機関による一定の管理が行われ､主務大臣による理事

長の任命、自主解散の制限等、制度を確実に実施するための担保措置が設けられている独立行政法人である勤労

者退職金共済機構において当該制度を実施しているところである。 

勤労者の持家率は自営業者に比べ依然低い（※）状況にある中、勤労者の財産形成を事業主と国が支援する当該

制度を「廃止」することは、勤労者の福祉の増進に反するとともに、「民営化」、「他法人等への移管・一体的実施」、

「他の事務及び事業との統合」を行った場合には、当該制度の安定的・継続的な運営に支障を及ぼすことになる。 

※ 持家率（総務省「平成 20年度住宅土地統計調査」）勤労者世帯 58.9％、自営業者世帯 79.0％ 

財形制度の普及の進んでいない中小企業に対する制度導入を後押しできるよう、中小企業により重点を置いた

情報提供を行うこととする。 
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運営費交付金を平成 25年度より廃止する予定であり、今後は、自立的な財政規律の下で財政運営を実施するこ

ととする。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 
業務の効率化等を図り､経費の削減を行う。 

 



法人名 勤労者退職金共済機構

見直し項目 組織・運営の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 備考〔補足説明〕

３．取引関係の
見直し
① 随意契約
の見直し等

○ 契約については、原則として一般競争入札用によるものとし、機構が策定
した「随意契約等見直し計画」（平成20年度に締結した59件の随意契約を見直
し５件にする。）に基づく取組を着実に行い、当該計画を達成した。監事、会計
監査人による監査や、外部有識者からなる契約監視委員会の審査を受けるほ
か、自ら点検・見直しを行うなどしており、今後も引き続き、このような取り組み
を行い、競争性のない随意契約の一般競争入札等への移行や一者応札・一
者応募案件に係る改善を推進していくこととする。

② 契約に係
る情報の公開

○ 「公共調達の適正化について」（平成18年８月25日財計第2017号）や「独立
行政法人が行う契約に係る情報の公表について」（平成23年６月３日内閣官房
行政改革推進室長）に基づき、公表の対象と成る契約がある場合には対応す
る。また、このような措置を講ずることについて、機構のホームページや入札公
告等にその旨記載している。
なお、公表の対象となる契約はない。

③ 関連法人
の利益剰余金
等の国庫納付
等

○ 機構に関連法人は存在しない。

越谷職員宿舎を国庫納付する。

○本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの以外のものについても、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含めた幅広い資産を対
象に、自主的な見直しを不断に行う。

１．不要資産の
国庫返納

○職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の利用により機能を代替できるものは廃止する。

○各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、コストの縮減を図る。

○独立行政法人が、当該独立行政法人において管理又は監督の地位にある職を経験した者が再就職しており、かつ、総売上高又は事業収入に
占める当該独立行政法人との取引高が相当の割合である法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等
の状況について情報を公開するなどの取組を進める。

○各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競争が確保されていない契約（競争入札における一者応札や企画競
争における一者応募）等が行われていた場合、当該関連法人の利益剰余金又は内部留保の有無を速やかに精査し、相応の部分について国庫納
付する、あるいは当該部分の額について国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。

○国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等の運営については、徹底的な整理・統廃合や組織・府省の枠を
超えた共用化を行い、管理部門経費を削減する。

Ⅲ 組織・運営の見直しに係る当初案整理表

○ 松戸宿舎は平成23年３月、越谷宿舎は平成24年３月に現物による国庫納
付を行ったところであり、現在、保有している不要資産はない。

（参考）基本方針の関連部分

○東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要な機能の移転・集約化を図り、効率的な業務運営を確保する。○ 勤退機構ビル及び同別館については、外部有識者で構成する「退職金機
構ビルのあり方に関する検討会」の意見を踏まえ、移転し土地を売却すること
が合理的であると考え、平成24年５月に池袋の賃貸ビルに本部を移転し、当
該土地・建物については現在売却手続きを進めている。

本部ビル（別館を含む）については、建物の耐用年数（耐用年数50年。現在42年経過）が経過した時点（それ以前であっても移転、売却が合理的
となればその時点）で本部を移転し、土地を売却する。

○本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施設に合わせて考える現状維持的な姿勢を改め、規模・コスト・立地
等を再検証し、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用化を
行う。

２．事務所等の
見直し

④ 調達の見
直し

○ 「公共サービス改革基本方針」に基づき、随意契約の点検・見直しを行い、
一般競争入札等に移行するともに、一般競争入札等についても、応札者の検
討期間を十分に確保するため公告期間の改善、入札参加資格の緩和等を行
い、一者応札・一者応募の改善に取り組んでいる。

○国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行政法人の利益剰余金や保有する施設等について、そもそも当該独立行政法人が保
有する必要性があるか、必要な場合でも最小限のものとなっているかについて厳しく検証し、不要と認められるものについては速やかに国庫納付
を行う。不要な施設等の納付方法については、原則として現物により速やかに納付することとし、国は、納付を受けたものを含めた国有財産全体
の有効活用を図る。

松戸職員宿舎の建物を国庫納付する。

○海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合を行うとともに、経費削減、ユーザーへの利便性の観点から、同一
都市にあり、政策連携効果が見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配慮しつつ、施設の共用化を図る。このため、海外事務所
を有する各独立行政法人や主務府省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連携を強化する。

○競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法
人の提供するサービスの質の維持・向上と経費削減を図る。

○「公共サービス改革基本方針」（平成22年7月6日閣議決定）に基づき、行政刷新会議に設置された公共サービス改革分科会において、公共
サービス改革を推進するための調達の効率化等に関する具体的方策が検討され、平成23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を踏
まえ、調達の効率化等を図り、経費の削減等の措置を講ずる。

○各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき策定した随意契約等見直し
計画を着実に実施する。具体的には、随意契約については、原則として一般競争入札等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応
札・応募となった契約については、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条件、発注規模の見直し等の改善を図り、コストの削
減や透明性の確保を図る。



見直し項目 組織・運営の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 備考〔補足説明〕 （参考）基本方針の関連部分

７．その他

① 被災によるシステム機能停止やデータ破損等に備えた対策を検討・実施
し、事業継続性について順次強化を図る。

② 共済契約者や被共済者等に対するサービスの向上に向け、コールセン
ターの充実によりニーズに即した相談対応を図るとともに、きめ細やかな情報
の提供を行う。

○組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実施する体制を整備する。

○協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減を図る。

○出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じて自己収入の拡大を図る。

○特定の者が検査料、授業料、利用料、配布価格、技術指導料等を負担して実施する事業については、受益者の負担を適正なものとする観点か
ら、その負担の考え方を整理し、これに基づき、国民生活への影響に配慮しつつ検査料等の見直しを行う。

○業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、簡素な管理部門、効率的な運営体制を確保することにより、業
務運営コストを削減する。このため、一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上の努力を
行うとの観点から具体的な目標を設定する。

○法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及び職員の諸手当については、国家公務員に準じたものとなるよう
徹底を図る。

○事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、必要な経費を積算段階から精査できる取組を行い、徹底した透明化、合理
化を図るとともに、運営費交付金について、国の予算のガバナンスの観点から、その在り方を検討する。

６．事業の審
査、評価

○ 複数の候補案件から選択を要する事業については該当する案件はない
が、退職金共済事業が適切に運営されるよう、資産の運用について外部有識
者からなる資産運用評価委員会による評価を行う等、第三者による効果的な
外部評価の仕組みを導入している。
評価結果については、資産運用に適切に反映させるとともに、評価報告書、

評価結果の反映状況等についてＨＰ上で公表している。

○複数の候補案件からの選択を要する事業については、案件の厳選による効率的な事業実施や、選択・実施過程の更なる透明化を図るため、有
識者から成る第三者委員会を設置するなど効果的な外部評価の仕組みを導入する。

② 管理運営
の適正化

① 事務・事業の見直しに的確に対応し、効率的・効果的な業務運営を図る観
点から、必要な見直し等を図るとともに、業務運営の効率化等により経費の節
減を推進する。

②各種業務の電子化、機械処理の推進により、業務の効率化や安全・確実性
の向上を図る。

○独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独
立行政法人制度の抜本的な見直しの一環として厳しく見直す。

○ 給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め
役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定
してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公
表するものとする。
また、総人件費については、政府の方針を踏まえた対応を行う。

５．自己収入の
拡大

－

４．人件費・管
理運営の適正
化
① 人件費の
適正化

（注）「（参考）基本方針の関連部分」に記載のもののうち、「基本方針」中の「Ⅲ 資産・運営の見直しについて」に掲げられている事項については、
先頭に「○」を付けている。

○中間評価において成果が期待できないと評価された事業は廃止するなど、評価結果を事業実施過程に適切に反映させるとともに、事業の選
定・採択時（事前）、実施時（中間）、終了時（事後）の各段階における評価結果をホームページ上で公表することなどにより、国民への説明責任を
果たす。

○国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られるよう、その水準が国家公務員と同等のものとなるよう努める。
ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具体的な方策と数値目標を内容とする取組を着実に実施する。

○給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価においても、引き続き厳格なチェックを行う。



■ 制度及び組織の見直しの基本方針 

 ○ 中期目標達成法人とする。 
 ○ 金融業務については、会社法を参考にした監査機能・リスク管理機能の強化等を図るとともに、金融庁検査の導入 
  及び高度なガバナンスの仕組みを措置した金融業務型のガバナンスを適用する。 
 ○ 福祉医療政策の動向や金融経済の環境を注視しつつ、政策金融業務を行う既存の法人と同様の法人形態への将来的 
  な移行も含め、その業務や組織の在り方について、引き続き適時に見直しを行う。 

【機構が講ずべき措置】 

１ 

～新たな法人制度に共通するルールの整備～ 

・主務大臣が一貫して目標設定、評価 
・存続性が認められない場合、主務大臣が法人廃止 
 を判断 等 

・情報公開を強化。関連会社等への再就職を法律に 
 より規制 
・事業別のセグメント情報の充実 等 

評
価 

透
明
性 

・主務大臣の是正命令等の必要な措置 
・監事に対する調査権限の付与等によりガバナンス 
 を強化 等 

・事業別の積算等を公表、予算と実績のかい離を 
 把握 
・国の財源に依存しない経営を促進 等 

組
織 

財
務 

＜参考＞ 事務・事業の特性に着目した類型化とガバナンスの構築 

○ 平成23年5月に、独立行政法人通則法改正 
案が国会提出され中期目標達成法人として、
法人の内部ガバナンスの強化等の共通ルール
が改正条文に盛り込まれた。 

 

○ 平成24年度において、更なるガバナンス態
勢の構築に備えるため、各部横断的なメン
バーで構成した金融庁検査準備室等を新設し、
リスクアセスメント等を実施した。 

 「独立行政法人の制度及び組織の見直しの
基本方針」（平成24年1月20日閣議決定）
を踏まえ、金融庁検査を導入するとともに、
監査機能及びリスク管理機能等を強化するこ
とで、顧客保護等管理態勢や信用リスク管理
態勢を強化するなど、ガバナンスの更なる高
度化を図る。 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 



■ 福祉貸付事業 

２ 

◆融資相談の強化 

 事業計画の早い段階から的確な融資相談等に応じ、速やかに安

定的な事業が図られるよう必要な見直しの提案、助言等を行うと

ともに、審査処理日数の維持を図る。 

◆政策的優先度に応じた融資の展開 

 民間金融機関が融資を行う際、社会福祉法人が基本財産を担保
提供するにあたっては、所轄庁承認が必要となるが、機構と協調
融資を行うことで、その承認が不要となる。民間資金の一層の活
用のため、社会福祉法人に融資するノウハウがない民間金融機関
に機構の保有するデータ等を提供しつつ、引き続き協調融資金融
機関の拡大を図る。 

・東日本大震災への対応 
 東日本大震災で被災した社会福祉施設等に対し、引き続き被災

地支援に資するため復旧・復興資金等の優遇融資を実施する。 

見直しの方向性 

 「日本再生戦略」（平成24年7月31日閣議決定）において、

医療・福祉分野は、新たな成長を目指す重点的分野とされている

こと、財政投融資の積極的な活用を図るとされていることに鑑み、

政策投資として求められている役割（使命）を果たすため、融資

対象の重点的な拡大等を行う。 

・日本再生戦略への対応 

◆協調融資制度の充実 

◆福祉貸付事業の政策適合性 

具体的措置（実施事項） 

 国における介護基盤緊急整備、子育て

支援のための保育所の整備など増大する

利用者ニーズに適切に対応した。 

 平成20年度貸付契約額 1,033億円 

  → 平成23年度 2,447億円 

◆審査期間の短縮 
 審査業務の平均処理期間について、平

成23年度においては27.8日となり、中

期計画に定められた処理期間30日以内

を達成した。（平成23年度に75日以内

から30日以内に中期計画を変更） 

◆申請書類の簡素化 
 平成22年度に、申請書類の一部削減

及び施設種別ごとに提出させていた書類

の一元化などの見直しを実施し、平成

23年度から対前年度比30％以上の簡素

化を図った。 

◆東日本大震災への取組み 
 現地での個別相談会、関係者との意見
交換会等（22回）を通じ被災状況を把握
するとともに、災害復旧資金等の優遇融
資により迅速かつきめ細かに対応した。 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 



■ 医療貸付事業 

３ 

◆融資相談の強化 

 事業計画の早い段階から的確な融資相談等に応じ、速やかに安

定的な事業が図られるよう必要な見直しの提案、助言等を行うと

ともに、審査処理日数の維持を図る。 

◆政策的優先度に応じた融資の展開 

・東日本大震災への対応 
 東日本大震災で被災した医療関係施設等に対し、引き続き被災

地支援に資するため復旧・復興資金等の優遇融資を実施する。 

見直しの方向性 

 「日本再生戦略」（平成24年7月31日閣議決定）において、

医療・福祉分野は、新たな成長を目指す重点的分野とされている

こと、財政投融資の積極的な活用を図るとされていることに鑑み、

政策投資として求められている役割（使命）を果たすため、融資

対象の重点的な拡大等を行う。 

・日本再生戦略への対応 

◆医療貸付事業の政策適合性 

具体的措置（実施事項） 

 国における病院の耐震化整備、介護基

盤緊急整備など増大する利用者ニーズに

適切に対応した。 

 平成20年度貸付契約額 542億円 

  → 平成23年度 1,399億円 

◆審査期間の短縮 
 審査業務の平均処理期間について、平

成23年度においては21.1日となり、中

期計画に定められた処理期間30日以内

を達成した。（平成23年度に45日以内

から30日以内に中期計画を変更） 

◆申請書類の簡素化 

 平成22年度に、申請書類の一部削減

及び一部電子化などの見直しを実施し、

平成23年度から対前年度比5％以上の簡

素化を図った。 

◆東日本大震災への取組み 
 現地での個別相談会、関係者との意見
交換会等（35回）を通じ被災状況を把握
するとともに、災害復旧資金等の優遇融
資により迅速かつきめ細かに対応した。 



■ 福祉医療経営指導事業 

４ 

○ 平成22年度において、民間コンサルタント等が
実施するセミナー内容を調査し、民間と競合する
業務を廃止し、平成23年度から施設整備の事業計
画の立案及び施設の機能強化に資する情報等、機
構の独自性を発揮したテーマに重点化したセミ
ナーを開催した。 

○ 平成23年度において、民間金融機関に対する
ニーズ調査を実施し、ノウハウ普及のためのプロ
グラム案を策定した。 

 平成25年度以降も引き続き、重点化したセ
ミナーを開催するとともに、共同セミナーや
ブロック会議において情報提供等ノウハウの
普及を図る。 
 また、東日本大震災などの災害や昨今の経
済情勢により、経営が厳しい状態となってい
る施設への支援を実施する。 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 

■ 福祉保健医療情報サービス事業（WAMNET） 

○ 平成23年度において、国と重複する行政資料や
民間と競合するワムネットプラス（福祉用具・機
器情報等掲載）を廃止した。平成24年10月から
介護サービス情報公表制度の見直しに伴い介護事
業者情報の掲載を廃止する。  

○ 平成23年7月に業務・システム最適化計画を改
定し、事業規模縮小及びコスト削減を目的に、シ
ステムの全面的な刷新を行った。 

 平成25年度以降も引き続き基本方針での指
摘を踏まえ、基幹的な福祉医療情報を重点的
に提供していくとともに、効率的なシステム
運用を行う。 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 



■ 退職手当共済事業 

５ 

○ 共済契約者である社会福祉法人の事務担当者に対す
る利用者アンケートに寄せられた意見、要望等の顧客
ニーズを踏まえシステム改善等を図り利用者サービス
の向上及び事務処理の効率化を図った。  

○ 平成24年度において計画課と給付課の統合により1
課を廃止し組織のスリム化を図るとともに、機構の各
事業におけるパンフレット等の印刷物の同時発注等に
より調達における効率化を図りコスト削減を行った。 

 退職手当共済事業の動向を分析し、制度の
安定的な運営を図る。 
 また、平成25年度以降についても基本方
針での指摘を踏まえ、電子届出システムの利
用率の向上、届出書類の電子化及び簡素化を
行うことにより、一層の事務処理の効率化を
図る。 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 

■ 社会福祉振興助成事業 

○ 政策動向や国民ニーズ、地方等との役割分担を
踏まえ、児童虐待防止、貧困対策など国として行
うべきものに限定した助成テーマに重点化した募
集を行った。  

○ 外部有識者にからなる助成事業審査・評価委員
会により、募集要領、選定方針の策定、審査・採
択の厳選化及びヒアリング調査等の事後評価を実
施し、継続的改善を行っている。 

 毎年度、国が社会福祉政策を振興するう
えで政策的に必要なテーマを示し、当該
テーマに重点化した助成事業によりNPO等
への支援を実施する。 
  
  

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 



６ 

■ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

○ 当該事業については、十分な代替措置を講じ
たうえで廃止することとなっており、平成22
年度において国が工程表を策定し、今後、廃止
に向けた具体的な立案を行う。 

○ 見直しの基本方針に基づき、利用者にとって
必要な資金が融資され、かつ、無理のない返済
となるよう平成23年度から貸付限度額の引下
げ等の制度取扱変更を実施した。 

 基本方針に基づき、機構は、国が立案する
計画に従って、国と連携し必要な対応、広報
等を行うとともに、事業を実施する期間につ
いては、引き続き、利用者にとって必要な資
金を貸し付けるとともに、無理のない返済と
なるよう配慮した審査等を行う。 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 

■ 心身障害者扶養保険事業 

○ 将来にわたり障害者に対する年金給付を確実
に行うため、毎年度、外部有識者からなる財務
状況検討会により、扶養保険事業の財政状況を
検証し、公表している。 

○ 平成23年度においては、機構の各事業にお
けるパンフレット等の印刷物の同時発注等によ
り調達における効率化を図りコスト削減を行っ
た。 

 扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来
にわたり障害者に対する年金給付を確実に行
うため、毎年度、扶養保険事業の財政状況を
検証するとともに、国においては少なくとも
5年ごとに保険料水準等について、社会経済
状況を踏まえて見直す。 
 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 



■ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

７ 

○ 平成22年度に住宅収納課を、平成24年度か
ら住宅債権課を年金業務課に統合し、課長ポス
トの削減など継続的に組織のスリム化を図った。 

 業務終了の時期を見据え、不良債権等早期
処理方策を策定・実施することで業務を縮小
するとともに、引き続き効率的な業務運営等
を図る。 

見直しの方向性 具体的措置（実施事項） 



日本再生戦略  （平成２４年７月３１日（火）閣議決定） 

総論 

５．「日本再生戦略」と予算編成との関係 
  ③その際、財政投融資の積極的な活用や、税制改正及び規制改革、制度金融施策等を総合的に講

じることよって、重点配分の実行性を担保する。 

Ⅲ．デフレ脱却と中長期的な経済財政運営 
   １．デフレ脱却の道筋 
   （２）デフレ脱却に向けた政策の基本方向 
     ・政府は、平成２４・２５年度を念頭に、２．に掲げるとおり「モノ」、「人」、「お金」をダイ

ナミックに動かすため、規制・制度改革、予算・財政投融資、税制など最適な政策手段を動員し、
平成２５年度予算プロセス等において更に対応を具体化する。 

   ２．デフレ脱却と経済活性化に向けて重視すべき政策分野 
   （１）モノを動かす 
   ・ＰＦＩの強力な推進、財政投融資の活用など、インフラ更新等の融資を促進する。 

Ⅳ．日本再生のための具体策 
   １．政策実行の枠組み 
   （２）政策実行手段の確保 
     ・厳しい財政状況を踏まえ、財政投融資について、税財源によらない財政対応の重要性を勘案し、

積極的な活用を図る。 
   ２．「共創の国」への具体的な取組 ～１１の成長戦略と３８の重点施策～ 
    ③新たな資金循環による金融資本市場の活性化 〔金融戦略〕 
   （重点的施策：政策金融・官民連携による資金供給の拡大） 
   ・財政投融資について、税財源によらない財政対応の重要性を勘案し、今後積極的に活用する。 

《 参 考 》 

８ 
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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 府省名 厚生労働省 

沿 革 

昭和４６年１月 特殊法人心身障害者福祉協会設立 → 同年４月 国立コロニーのぞみの園（重度知的障害

者総合施設）開園（群馬県高崎市） → 平成１５年１０月 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園に移行 

中期目標期間 第１期：平成１５年１０月～平成２０年３月（平成１９年度見直し） 第２期：平成２０年４月～平成２５年３月 

役員数及び職員数 

（平成24年１月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

５人（２人） ３人（０人） ２人（２人） ２３２人 １２８人 

年  度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成25年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 2,686  2,382 2,555 2,261 2,538 － 

特別会計 0 0 0 0 0 － 

計 2,686 2,382 2,555 2,261 2,538 － 

 うち運営費交付金 2,596 2,382 2,264 2,261 1,977 － 

 うち施設整備費等補助金 90 0 291 0 561 － 

 うちその他の補助金等  0 0 0 0 0 － 

  うち政府出資金 0 0 0 0 0 － 

支出予算額の推移  （単位：百万円） 4,212 3,885 4,036 3,787 3,992 － 

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 0 0 0 0   

（単位：百万円） 発生要因 支出額を限度として運営費交付金を収益化する、費用進行基準を採用しており、利益剰余金の発生はない。 

見直し内容 利益剰余金は、独立行政法人通則法に基づき、中期計画期間終了後に全額国庫に返納することとしている。 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） 273 386 436 380   

行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） 2,656 2,191 2,506 2,521 (見込み)  (見込み)  

見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

人員削減等による効率化による人件費等の縮減を行う。 
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中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項

等）(平成 23 年度実績) 

１．業務運営の効率化に関しては、のぞみの園の設立目的に沿った業務運営を行うため、入所利用者の自

立支援（地域移行）の推進、高齢化対策、新たな政策課題に対する取組等を推進するため、平成２１年

度及び２３年度には寮再編を実施し生活寮の数を減らし、さらに、平成２０年度、２２年度及び２３年

度においては、新たな政策課題である福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者（以下

「矯正施設等退所者」という。）への支援事業の推進を図るため組織改正を実施したところであり、効

率的かつ柔軟な組織改正に積極的に取り組んできた。 

 

２．業務運営の効率化に伴う経費節減に関しては、中期目標において設定された運営費交付金の２３％以

上の節減に向けて、常勤職員数を計画的に削減するとともに、平成２１年度から、国家公務員の新しい

給与体系に準拠した給与制度を導入し、俸給の引下げ等により人件費を削減し、また、一般競争入札等

の実施による節減に努めるなど積極的に行うことにより、運営費交付金（退職手当相当額を除く）は、

平成１９年度に比して平成２３年度までに△６．７億円節減（△２８．７％）し、中期目標（２３％以

上節減）を上回った。なお、今後も独立行政法人として業務運営の効率化に取り組む一方、サービス水

準の維持の観点から有用な人材の育成・確保を図るなど、施設利用者に対する支援の質を高めるための

方策についても留意する必要がる。 

 

３．地域移行の取組については、年々、施設利用者の高齢化、機能低下が進み、地域移行や新たな同意を

得ることが難しくなっている中、施設利用者及び保護者・家族の意向を尊重しつつ、障害特性を考慮し

た受入先の確保に努めるなど、一人ひとり丁寧に手順を踏んで取り組んでいるものと認められる。こう

した取組の結果、平成２３年度までに第１期中期目標期間から通算して１３２名の施設利用者が出身地

での地域生活のためにのぞみの園を退所したことなど、中期目標（独立行政法人移行時（平成１５年１

０月）と比較して、施設利用者数の３割縮減）は、地域移行者だけで達成が見込まれる。 

 

４．矯正施設等退所者への支援、行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援及び高齢化した

施設利用者への支援については、全国の知的障害関係施設・事業所においても直面している重要な課題

であるので、のぞみの園においては、専門家を招聘しその指導の下、職員の支援技術の向上を図るとと
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もに、モデル的な支援の確立に向けて事業を推進した。 

 

５．調査・研究については、知的障害者の地域移行、行動障害等を有する著しく支援が困難な者への支援、

矯正施設等退所者への支援、発達障害者・児への支援、健康管理、福祉と医療の連携など、国の政策課

題となっているテーマや全国の知的障害関係施設・事業所において関心の高いテーマを取り上げて実施

するとともに、これらの成果を活用するなどにより、障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を

図るための研修会やセミナー等を積極的に実施した。 

 

６．なお、のぞみの園は、平成２３年３月１１日発生した東日本大震災により被災した障害者や障害関係

施設に対する支援に積極的に取り組んだ。特に、平成２３年４月１５日から現在に至るまで、福島第１

原子力発電所の１０キロ圏内にある被災施設の社会福祉法人友愛会の利用者及び職員等を一括して受

け入れて、従来の事業ができるように支援しており、今後も国立施設としてこうした支援に積極的に取

り組んでいく。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 府省名 厚生労働省 

事務及び事業名 
重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関

する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図る。 

事務及び事業の概要 

① 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設の設

置・運営 

② 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、

研究及び情報の提供 

③ 障害者支援施設において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修 

④ 知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じた援助及び助言 

⑤ その他附帯する業務 

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 3,885 4,036 3,787 3,992 － 

国からの財政支出額 2,382 2,555 2,261 2,538 － 

事務及び事業に係る職員数 

（各年１月１日現在。ただし、24年度は4月１日現在。） 

常勤 255人 252人 232人 226人 ‐ 

非常勤 115人 121人 128人 135人 ‐ 

「基本方針」での指摘 

 

施設利用者の減少に伴う人員削減等による効率化を図る。（平成２２年度から実施） 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

１．人員削減等による効率化 

地域生活への移行等による施設利用者の減少に伴い、人員削減等による効率化を図るとともに、

効率化により施設利用者に対するサービスの質が低下することのないよう、有用な人材の育成・

確保を図ること。 

 

２．設置・運営の強化 

（１）「障害者自立支援法」が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）となり、平成２５
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年４月１日から施行されるが、これまで培ってきた福祉と医療の連携による支援の専門性を活

用して重い障害がある人の地域生活を支えるモデル的な支援事業に取り組むなど、新法の理念

である地域社会における共生の実現に寄与する事業に積極的に取り組むこと。 

 

（２）発達障害児・者支援のニーズに的確に対応するため、就学前から成人まで切れ目なく支援す

るための体制を整備するとともに、新たな事業に取り組むこと。 

 

（３）矯正施設等退所者への支援、行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援及び高

齢化した施設利用者への支援については、全国の知的障害関係施設・事業所においても直面し

ている重要な課題であるので、のぞみの園においてモデル的な支援の確立に向けて、引き続き

事業を積極的に推進すること。 

 

（４）施設利用者の地域移行については、年々、施設利用者の高齢化、機能低下が進み、地域移行

や新たな同意を得ることが難しくなっているが、今後も、施設利用者及び保護者・家族の意向

を尊重しつつ、障害特性を考慮した受入先の確保に努めるなど、地域生活への移行に向けて粘

り強く取り組むこと。 

 

３．調査・研究及び養成・研修の充実 

調査・研究及び養成・研修については、上記の（１）～（４）の政策課題や障害者総合支援法

の新たな政策課題など、国の政策目標の実現に資する分野や、民間では対応が難しい先駆的な分

野について、関係機関や大学等の外部有識者との連携を図りながら実施するなど、さらに充実を

図ること。 

備考〔補足説明〕 

のぞみの園は他の独立行政法人と同様に効率的な業務運営への取組が求められる一方で、のぞみ

の園の設立目的が、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」（平成１４年法律第

１６７号）により、「重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的

障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ること」と
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されており、業務実績の評価の視点にも強調されているように、「業務運営の効率化」と「サービス

の質の確保」という質の異なる目標を課せられていることも考慮する必要がある。 

したがって、のぞみの園の事務及び事業の見直しにあたっては、①業務運営の効率化に関しては、

効率化を図るための取組が施設利用者に対するサービスの質の低下に繋がらないこと、②重度知的

障害者の自立支援のための取組については、地域移行に向けての条件整備全般に亘って、施設利用

者一人ひとりに対してていねいに取り組むこと、③矯正施設等退所者に対するモデル的な支援の実

践により全国の関係施設の取組を促進すること、④調査・研究及び研修については、その内容が障

害福祉施策の動向や社会的ニーズを踏まえ、障害福祉施策の推進に資するものであり、かつ、その

成果が知的障害関係施設等で活用されるなど実効性のあるものであること等、業務内容の質の面に

留意する必要がある。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 人員削減等による効率化による人件費等の縮減を行う。 
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法人名 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

見直し項目 組織・運営の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 備考〔補足説明〕

３．取引関係の
見直し
① 随意契約
の見直し等

随意契約等見直し計画に基づく取組を着実に実施するため、入札案件につ
いて、全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施している。また、
一者応札・応募となった契約については、「一者応札・一者応募に係る改善
方策について」（平成21年7月24日策定）に基づき、・公告方法や入札参加条
件等の改善を図り、競争性、透明性が確保できるよう努めている。今後も引
き続き、努めていく。

② 契約に係
る情報の公開

予定価格が１００万円を超える契約について、当法人のホームページに掲載
し、公表している。また、法人において管理又は監督の地位にある職を経験
した者が再就職しており、かつ、総売上高又は事業収入に占める法人との取
引高が相当の割合である法人と契約をする場合には、平成２３年６月３日付
内閣官房行政推進室長事務連絡「独立行政法人が行う契約に係る情報の公
表について」に基づき、引き続き公表することとしている。

③ 関連法人
の利益剰余金
等の国庫納付
等

該当なし。

２．事務所等の
見直し

事務所等の運営については、管理部門の事務職員の定年後の不補充、非常
勤職員の削減など、管理部門の効率的な運営を図っている。また、東京事務
所や海外事務所は、設置していない。

○独立行政法人が、当該独立行政法人において管理又は監督の地位にある職を経験した者が再就職しており、かつ、総売上高又は事業収入に
占める当該独立行政法人との取引高が相当の割合である法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等
の状況について情報を公開するなどの取組を進める。

○国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行政法人の利益剰余金や保有する施設等について、そもそも当該独立行政法人が保
有する必要性があるか、必要な場合でも最小限のものとなっているかについて厳しく検証し、不要と認められるものについては速やかに国庫納付
を行う。不要な施設等の納付方法については、原則として現物により速やかに納付することとし、国は、納付を受けたものを含めた国有財産全体
の有効活用を図る。

○海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合を行うとともに、経費削減、ユーザーへの利便性の観点から、同一
都市にあり、政策連携効果が見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配慮しつつ、施設の共用化を図る。このため、海外事務所
を有する各独立行政法人や主務府省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連携を強化する。

○国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等の運営については、徹底的な整理・統廃合や組織・府省の枠を
超えた共用化を行い、管理部門経費を削減する。

○本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施設に合わせて考える現状維持的な姿勢を改め、規模・コスト・立地
等を再検証し、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用化を
行う。

○競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法
人の提供するサービスの質の維持・向上と経費削減を図る。

○本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの以外のものについても、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含めた幅広い資産を対
象に、自主的な見直しを不断に行う。

○職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の利用により機能を代替できるものは廃止する。

○各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、コストの縮減を図る。

Ⅲ 組織・運営の見直しに係る当初案

（参考）基本方針の関連部分

○東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要な機能の移転・集約化を図り、効率的な業務運営を確保する。

１．不要資産の
国庫返納

該当なし。

④ 調達の見
直し

類似の事業類型はないため、共同調達は困難である。また、随意契約や一
者応札の見直しについては既に実施しているところだが、 「公共サービス改
革プログラム」を踏まえ、調達の効率化や経費の削減ができるように努める。

○各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競争が確保されていない契約（競争入札における一者応札や企画競
争における一者応募）等が行われていた場合、当該関連法人の利益剰余金又は内部留保の有無を速やかに精査し、相応の部分について国庫納
付する、あるいは当該部分の額について国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。

○各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき策定した随意契約等見直し
計画を着実に実施する。具体的には、随意契約については、原則として一般競争入札等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応
札・応募となった契約については、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条件、発注規模の見直し等の改善を図り、コストの削
減や透明性の確保を図る。

○「公共サービス改革基本方針」（平成22年7月6日閣議決定）に基づき、行政刷新会議に設置された公共サービス改革分科会において、公共
サービス改革を推進するための調達の効率化等に関する具体的方策が検討され、平成23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を踏
まえ、調達の効率化等を図り、経費の削減等の措置を講ずる。
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見直し項目 組織・運営の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性） 備考〔補足説明〕 （参考）基本方針の関連部分

７．その他

（注）「（参考）基本方針の関連部分」に記載のもののうち、「基本方針」中の「Ⅲ 資産・運営の見直しについて」に掲げられている事項については、
先頭に「○」を付けている。

○中間評価において成果が期待できないと評価された事業は廃止するなど、評価結果を事業実施過程に適切に反映させるとともに、事業の選
定・採択時（事前）、実施時（中間）、終了時（事後）の各段階における評価結果をホームページ上で公表することなどにより、国民への説明責任を
果たす。

○複数の候補案件からの選択を要する事業については、案件の厳選による効率的な事業実施や、選択・実施過程の更なる透明化を図るため、有
識者から成る第三者委員会を設置するなど効果的な外部評価の仕組みを導入する。

② 管理運営
の適正化

業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見
直し、管理部門の事務職員の定年後の不補充、非常勤職員の削減などの管
理部門の効率化を図っており、また平成24年度計画においても、常勤職員の
計画的な削減、定年退職後の不補充などを引き続き実施する目標を設定し
ている。また、職員の諸手当については、国家公務員に準拠して支出を行っ
ている。また、組織のコンプライアンスの確保を推進するため、平成２１年度
から内部監査を実施しており、２３年度には内部監査等を専門で行う「監査
室」を設置し、今後も内部監査計画に基づき、内部監査を実施する。

○独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独
立行政法人制度の抜本的な見直しの一環として厳しく見直す。

給与水準については、国家公務員に準拠した給与改定を行っており、平成23
年度のラスパイレス指数は95.7である。監事による監査、評価委員会による
事後評価において、給与改定の内容について厳格なチェックを受けており、
引き続き水準の適正化に努めていく。また、総務省の方針に基づき、法人の
ホームページで公表している。

５．自己収入の
拡大

法人で保有する資料等を有償刊行物として頒布している。２３年度には新た
に４種類を頒布し、さらに毎年数種類ずつ有償刊行物を作成し、自己収入の
拡大を図る。

○国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られるよう、その水準が国家公務員と同等のものとなるよう努める。
ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具体的な方策と数値目標を内容とする取組を着実に実施する。

○給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価においても、引き続き厳格なチェックを行う。

○組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実施する体制を整備する。

○協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減を図る。

６．事業の審
査、評価

のぞみの園が実施している事業については、第三者評価機関により、概ね３
年に１回評価を実施しているとともに、第三者の有識者等から意見を聴取す
る機会として、「国立のぞみの園運営懇談会」を毎年度開催している。評価結
果等については、厚生労働省独法評価委員会に報告するとともに、当法人
のホームページで公表している。

４．人件費・管
理運営の適正
化
① 人件費の
適正化

○出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じて自己収入の拡大を図る。

○特定の者が検査料、授業料、利用料、配布価格、技術指導料等を負担して実施する事業については、受益者の負担を適正なものとする観点か
ら、その負担の考え方を整理し、これに基づき、国民生活への影響に配慮しつつ検査料等の見直しを行う。

○業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、簡素な管理部門、効率的な運営体制を確保することにより、業
務運営コストを削減する。このため、一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上の努力を
行うとの観点から具体的な目標を設定する。

○法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及び職員の諸手当については、国家公務員に準じたものとなるよう
徹底を図る。

○事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、必要な経費を積算段階から精査できる取組を行い、徹底した透明化、合理
化を図るとともに、運営費交付金について、国の予算のガバナンスの観点から、その在り方を検討する。



前回の「勧告の方向性」における主な指摘事項の措置状況（平成 2４年８月現在） 

 

厚生労働省所管（１法人） 

整理 

番号 
法人名 （注１） 「勧告の方向性」における主な指摘事項 措置状況（①措置済み、②対応中、③未措置） 

 

 
国立重度知的障

害者総合施設の

ぞみの園（19） 

 重度の知的障害者に対するモデル的支援の確立 ②  全国の知的障害関係施設・事業所においても直面してい

る重要な課題である、矯正施設等退所者への支援及び行動

障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援につい

て、のぞみの園においては、専門家を招聘しその指導の下、

職員の支援技術の向上を図るとともに、有期限で新規受入を

行い、地域生活に移行させるなど、モデル的な支援の確立

に向けて事業を推進した。 

 施設利用者の地域生活への移行 ①  施設利用者数については、独立行政法人移行時（平成

１５年１０月）と比較して、３割縮減することとしてい

るが、施設利用者の地域移行は、年々、施設利用者の高

齢化、機能低下が進み、地域移行や新たな同意を得るこ

とが難しくなっている中、施設利用者及び保護者・家族

の意向を尊重しつつ、障害特性を考慮した受入先の確保

に努めるなど、一人ひとり丁寧に手順を踏んで取り組ん

だ。  
こうした取組の結果、平成２３年度までに第１期中期

目標期間から通算して１３２名の入所利用者が出身地で

の地域生活のためにのぞみの園を退所したことなど、中

期目標に向けて着実に実施した。 
なお、施設利用者の３割縮減は、達成済みである。 

（平成１５年１０月１日現在４９９人→平成２４年４月

１日現在３１４人（△３７％））。 

（注１）「法人名」欄における括弧書きの数字は、見直し実施年度を示す。 

（注２）措置状況には、具体的措置内容や措置時期を記載する。未措置の場合には、その理由を記載する。 
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